
●保護者等の「道府県民税所得割額」および「市町村民税所得割額」の合計

が50万7000円未満の者
●高等学校等に在学した期間が通算して３６月を超えない者

全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、授

業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し、家庭の教育費負担を

国が支援する制度です。

◆貸与型の奨学金ではありませんので、返済は不要です。

◆公立と私立で支給金額が異なります。

（私立は認定区分に応じ月額9,900円～24,750円が支給されます）

［３］支給方法（受給までの流れ）

就学支援金は、学校設置者（学校法人等）が生徒本人に代わって受領し、

授業料と相殺されます。（生徒や保護者が直接受け取るものではありません。）

■申請に必要な書類■
①申請書または届出書
②課税証明書など
＜保護者の所得を証明する書類（所得割額が分かるもの）＞

※１ 平成３０年度に提出する場合は、平成２９年度の課税証明書等

※２ 平成３０年度に提出する場合は、平成３０年度の課税証明書等

［４］受給するために必要な手続・書類

［１］高等学校等就学支援金制度とは

［２］対象者

生徒に代わって就学支援金を
受領し、授業料に充てる

就学支援金の費用を
都道府県に交付

生徒 学校

都道府県 国

就学支援金と
授業料を相殺

必要書類を提出必要書類を提出

第１学年時
（２回提出）

申請書＋前年度（※１）の
課税証明書等の提出

＜４月＞
届出書＋当該年度（※２）の課税証明書等の提出
＜７月＞ ＜３月＞

第２学年時
（１回提出）

＜４月＞
届出書＋当該年度の課税証明書等の提出
＜７月＞ ＜３月＞

第３学年時
（１回提出）

＜４月＞
届出書＋当該年度の課税証明書等の提出
＜７月＞ ＜３月＞

①と②を高校に提出し認定されると
就学支援金が支給されます。
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［6］所得割額の確認方法

◆市町村民税所得割額は以下の書類で確認できます。
○課税証明書（市町村役場、出張所で発行）

○市民税・県民税等の「特別徴収税額の決定・変更通知書」

（勤務先を通じて配布。６月頃に配布されるので、大切に保管して下さい。）

○住民税納税通知書（自営業の場合に市町村から送付）

※源泉徴収票では確認できません。

■お問合せ先■

聖隷クリストファー高等学校

（TEL) 053-436-5313

（URL） http://www.seirei.ed.jp/

■静岡県授業料減免費補助金
■静岡県私立高等学校等奨学給付金
■各自治体による授業料補助

所得割額 均等割額

市民税 ０円 ０円

県民税 ０円 ０円

［５］所得割（合計）に応じた受給金額

●受給資格の確認は、年収ではなく所得割額（道府県民税所得割額および

市町村民税所得割額の保護者合計）で行います。

●年収目安は家庭の状況（家族構成等）で大きく異なる場合があります。

必ず道府県民税所得割額および市町村民税所得割額を確認ください。

道府県民税所得割
市町村民税所得割
(保護者の合算)

0円
（非課税）

85,500円
未満

257,500円
未満

507,000円
未満

目安年収（※）
250万円
未満

350万円
未満

590万円
未満

910万円
未満

「道府県民税所得割額」・「市町村民税所得割」とは、
住民税の税額のひとつで、所得に応じて課税されます。

就学支援金
受給額

月額
24,750円

月額
19,800円

月額
14,850円

月額
9,900円

年額
297,000円

年額
237,600円

年額
178,200円

年額
118,800円

＜私立高等学校の場合＞

＊所得割額は該当年度の「課税証明書」等で
確認することができます（右記参照）

その他の主な

授業料補助制度
詳細は本校HPを
ご参照ください


